
出生届の記載例 

 

・子の氏名 

 生まれた子の氏名を楷書で記入してください。 

・父母との続き柄 

 「嫡出子」とは婚姻関係にある父母から生まれた子、「嫡出でない子」とは、婚姻関係にない父母から生まれた

子です。「続き柄」とは父母にとって何番目の男の子か、女の子かです。 

例）1 番目に生まれた子が男の子、2 番目に生まれた子が女の子の場合、続き柄は 1 番目に生まれた男の子が長

男、2 番目に生まれた子が長女となります。また、届書に記載する父母にとって何番目か、になりますので、父

にとって 3 番目の男の子であっても届書に記載する母との間に初めて生まれた子であれば長男となります。 

 

 

・生まれたとき 

 右側の出生証明書の「生まれたとき」と同じように記載してください。時刻の表記は 12 時間制になりますの

で、夜の 12 時は午前 0 時、昼の 12 時は午後 0 時です。 

・生まれたところ 

 右側の出生証明書の「出生したところ」と同じように記載してください。施設の名称は不要です。 
   

 

・住所 

 生まれた子の住民登録をする住所と世帯主の氏名を記入してください。世帯主との続き柄は世帯主から見た関

係です。世帯主が父母の場合は「子」、祖父母の場合は「子の子」となります。 

・父母の氏名と生年月日（年齢） 

 生年月日は日本人の場合は和暦、外国人の場合は西暦で記入してください。外国人の氏名はカタカナで記入し、

氏、名の順番になります。（例）スミス、ジョン）また、年齢は子が生まれたときの満年齢です。 
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・本籍 

 子が生まれたときの父母の本籍地を記入してください 

・筆頭者の氏名 

 父母が婚姻したときに夫の氏を選択した場合は父、妻の氏を選択した場合は母の氏名を記入してください。 

※嫡出でない子や、離婚後 300 日以内に生まれた子、母が筆頭者や配偶者でない場合は記入いただく情報が変わ

ります。 
   

 

・同居を始めたとき 

 同居を始めたときか、結婚式をあげたときのいずれか早いほうを記入します。年は「平成」や「令和」と和暦

で記入します。同居も結婚式もしていない場合、その他欄に「同居も結婚式もしていない」と記入してください。 

・世帯のおもな仕事 

 世帯主のおもな仕事に該当するものにチェックをつけてください。 

・父母の職業 

 国勢調査が行われる年度に提出する場合、記入します。調査は 5 年おきに行われます。 
   

 

・その他 

 同居も結婚式もしていない場合や、母が戸籍の筆頭者や配偶者でない場合等、必要がある場合のみ記入します。 
   

 

・住所、本籍 

 「⑷欄に同じ」、「⑹欄に同じ」等の記入でも可能です。 

・届出人 

 必ず届出人が署名してください。押印については任意です。 
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